
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
行
う
権
限
の
追
加
等

１

国
土
交
通
大
臣
が
道
路
管
理
者
に
代
わ
っ
て
行
う
権
限
と
し
て
、
占
用
物
件
の
維
持
管
理
に
係
る
措
置
命
令
の
権
限
及

び
重
要
物
流
道
路
等
の
維
持
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
に
係
る
権
限
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
場
合
の
技
術
的

読
替
え
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
の
七
及
び
第
五
条
の
二
関
係
）

２

国
土
交
通
大
臣
が
重
要
物
流
道
路
等
の
維
持
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
に
係
る
道
路
管
理
者
の
権
限
を
代
行
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
道
路
の
路
線
名
等
の
告
示
、
道
路
管
理
者
へ
の
意
見
の
聴
取
及
び
都
道
府
県
等
が
国
庫
に
納
付
す
る

負
担
金
の
額
の
通
知
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
、
第
六
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
関
係
）

二

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
沿
道
区
域
の
指
定
の
基
準

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
沿
道
区
域
の
指
定
は
、
地
形
、
地
質
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
落
石
、
土
砂
の
崩
壊
そ

の
他
の
道
路
の
構
造
に
損
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
交
通
に
危
険
を
及
ぼ
す
事
象
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
区
域
に
つ



い
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
の
三
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
等
が
行
う
道
路
の
管
理
に
つ
い
て
の
道
路
法
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
、
技
術
的
読
替
え
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

特
定
連
絡
道
路
工
事
施
行
者
の
要
件
と
し
て
、
特
定
連
絡
道
路
の
工
事
に
関
し
適
切
な
工
事
実
施
計
画
を
有
す
る
者
で
あ

る
こ
と
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

二

特
定
連
絡
道
路
に
関
す
る
工
事
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
は
、
貸
付
金
の
償
還
期
間
が
二
十
年
（
五
年
以
内

の
据
置
期
間
を
含
む
。
）
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
償
還
が
均
等
半
年
賦
償
還
の
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
と
す

る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



第
四

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

道
路
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
法
等
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
技
術
的
読
替
え
を
定
め
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

道
路
構
造
令
の
一
部
改
正

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
に
係
る
設
計
車
両
の
高
さ
及
び
建
築
限
界
の
高
さ
に
つ
い
て
、
重
要
物
流
道
路
で
あ
る
普
通
道
路
に

お
け
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
及
び
第
十
二
条
関
係
）

第
六

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


